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令和４~５年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 
総括研究報告 

 

大規模災害時の保健医療福祉活動における被災者の情報収集・運用方法

の標準化に向けた実証研究 
 

研究代表      菅野 拓（大阪公立大学・大学院文学研究科 准教授） 
 

研究要旨： 
厚生労働科学特別研究事業「新型コロナウイルス感染症の影響下における災害時の情報通信

技術を活用した被災者の情報収集・支援システムの開発と実証に向けた研究」（令和 2 年度）、

「新型コロナウイルス感染症の影響下における被災者の情報収集・支援システムの自治体にお

ける運用に向けた実証研究」（令和 3 年度）では、被災者情報伝達システム（Disaster Victims 
Information Communication System、通称 D-VICS、仮称）の基幹部分が開発され、高齢者・

障害者のケアニーズなど脆弱性にかかわる情報を平時から登録可能となった。 
本研究では、災害時の福祉資源調整の要となりうる D-VICS や、避難所環境を中心とした災

害時公衆衛生の要となりうる D24H（第２期 SIP において作成された、災害時保健医療福祉活

動支援システム、Disaster/Digital information system for Health and well being の略）等を

運用して災害時の保健・福祉の調整を円滑に実施するために必要な標準的な体制（災害福祉コ

ーディネーターの要件定義や必要な位置づけ等）や手続き（個別避難計画との連動手法等）を

策定し、近年頻発する災害にできるだけ早急に対応可能な形で社会実装につなげることを目的

とした。 
研究の結果、「災害福祉コーディネーター」に求められる要件を当面の活動と将来の活動の２

つに区分し明確化した。また、D-VICS について、鳥取県での検証を通してユースケースの有

用性の確認することができた。また、D-VICS と個別避難計画と標準的な連動を確認できた。

D-VICS を活用した災害時保健・福祉調整の訓練プログラムについては、マイナンバーカード

を個人確認に利用する方針変更に対応するため、進化版の D-VICS(D-VICS2.0)の設計を訓練プ

ログラムに先立ち行った。特に、クラウド型被災者支援システムとの連携を意識して、マイナ

ーポータル API を活用するシステムを意識している。なお、訓練プログラムのバックデータと

して利用する福祉情報のデータ収集と分析を行なった。検証はオンライン及び訪問により２回

実施し、鳥取県内市町村アンケートの結果を踏まえて実災害時の保健・福祉調整における体制・

手続き・課題などを確認することができた。平時から災害発生後までのフェーズにおける D-
VICS の運用も含めた災害時の保健・福祉調整における県、市町村、関係団体の各レベルにおけ

る対応手順の課題の抽出を行い、災害時の保健・福祉調整の標準手順を策定した。 
D-VICS の活用も含めた災害時保健・福祉調整の標準手順は、研究段階を脱したと考えられ

る。今後は、本研究で検討された「災害福祉コーディネーター」の要件定義を行うとともに、

都道府県・市町村・保健所などの関係機関が連携して対応するための標準手順等について、こ

れまでの制度である「保健医療福祉調整本部」の運用との関係も含めて実際の運用方法を検討

し、ガイドライン等の作成を行うことが必要である。また、本研究で得られた課題や提言を反

映させた本番システムの作成・運用が期待される。本番システムに向けては、①検証で明らか

になった課題等を要件に反映させる、②フェーズに応じた状況を想定した利用方法や、訓練に

おける利用などを想定した、より細やかなマニュアルを作成する、③本システムの活用につい

て、市町村等自治体では、事前入力と個別避難計画への活用など、地域の実情に応じた具体的

な対応について、地域的な特性を踏まえたガイドライン作りやモデル事業などを活用しながら

整理・検討していく、といったことが求められる。また、運用体制、法制度上の必要な措置、

財源、個人情報に関わる法的整備などの検討など行いながら本番システムの作成・運用を進め

ていくことが必要である。特に個人情報把握のシステムと体制については、事前に決めておく

ことが必要である。また、D-VICS は県境を越えた被災者の広域避難も含めた情報把握も求め

られることから、特定の都道府県が運用するシステムではなく、国として運用が求められるた

め、運用主体についてもこの点を踏まえて検討が必要である。 
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教授） 

萩行 正嗣（株式会社ウェザーニューズ AI イ

ノベーションセンター チームリーダー） 

松川 杏寧（国立研究開発法人防災科学技術研

究所災害過程研究部門 特別研究員） 

 

Ａ．研究目的 

大規模災害時に支援が必要な避難所入所者

及び在宅避難者（要支援避難者）の情報収集は、

保健、医療、福祉、防災等の各分野が独自実施

おり、分野間での混乱が大きい。このため情報

取得や共有を効率化し、支援者・被災者双方の

負担を軽減することが急務となっている。また、

研究上も我が国において医療・保健・福祉と防

災の連携が重要であることが指摘されている

（菅野 2021）。こうした背景から、令和元年度

に内閣府（防災担当）所管の災害時における

様々な被災者支援制度活用に関する連絡協議

会のもとに医療・保健・福祉と防災の連携に関

する作業グループ（連携 WG）が厚生労働省と

の連携によって設置され、被災直後に各分野の

関係者が共通で把握しなければならない事項

等を整理のうえ要支援避難者向けアセスメン

ト調査票が作成され、情報通信技術(ICT)を活

用した迅速的・包括的な情報把握システムの概

念が整理された。 

そこで、厚生労働科学特別研究事業「新型コ

ロナウイルス感染症の影響下における災害時

の情報通信技術を活用した被災者の情報収集・

支援システムの開発と実証に向けた研究」（令

和 2 年度）、「新型コロナウイルス感染症の影響

下における被災者の情報収集・支援システムの

自治体における運用に向けた実証研究」（令和

3 年度）では、被災者情報伝達システム

（ Disaster Victims Information 

Communication System、通称 D-VICS、仮称）

の基幹部分が開発され、高齢者・障害者のケア

ニーズなど脆弱性にかかわる情報を平時から

登録可能となった。令和 3 年 7 月に発生した

熱海市伊豆土石流災害で避難所における健康

管理、コロナ対策など高齢者をはじめとする災

害時要援護者の支援に係る多職種連携につい

ての課題が発生し、改めて避難所における情報

連携をスムーズに行える D-VICS の速やかな

実装が必要と考える。 

本研究の目的は、災害時の福祉資源調整の要

となりうる D-VICS や、避難所環境を中心と

した災害時公衆衛生の要となりうる D24H（第

２期 SIP において作成された、災害時保健医

療福祉活動支援システム、Disaster/Digital 

information system for Health and well 

being の略）等を運用して災害時の保健・福祉

の調整を円滑に実施するために必要な標準的

な体制（災害福祉コーディネーターの要件定義

や必要な位置づけ等）や手続き（個別避難計画

との連動手法等）を策定し、近年頻発する災害

にできるだけ早急に対応可能な形で社会実装

につなげることである。 

 

Ｂ．研究方法 

災害時の保健・福祉の調整を円滑に実施する

ために必要な標準的な体制や標準手続きを策

定し、D-VICS の運用も含めた提言を行った。 

R3 年度関連研究の内容を踏まえて、災害時

の資源調整を実施する「災害福祉コーディネー

ター」について、研究班内や地方自治体、全国

社会福祉協議会、静岡県社会福祉協議会との検

証の場で内容を意見交換し検討・整理した。 

地方自治体の検証では、D-VICS を有効に活

用するユースケースの検討を実施した。個別避

難計画との連動については、別府市や兵庫県な

どで個別避難計画の策定支援システムを開発

している同志社大学インクルーシブ防災（i-



3 
 

BOSAI）研究センターと連携して実施した。 

D-VICS を活用した災害時保健・福祉調整の

訓練プログラムについては、マイナンバーカー

ドを個人確認に利用する進化版の D-VICS(D-

VICS2.0)の設計と、訓練プログラムのバック

データとして利用する福祉情報のデータ収集

と分析を行なった。 

また、地方自治体による検証では令和４年度

は鳥取県、鳥取県内市町村、全国社会福祉協議

会、静岡県社会福祉協議会及び（株）富士通総

研などの各ステークホルダーに参加いただき、

本研究の内容について、多面的な検討を実施し

た。令和５年度は長野県災害時支援ネットワー

クが主催する「災害時の連携を考える長野フォ

ーラム～みんなでつなげよう「支援の輪」！」

の場でワークショップを開き、各ステークホル

ダーの方から本研究の内容について、議論した。

また、令和６年能登半島地震において、石川県

では「避難所以外で避難生活を送る方の情報登

録」の対応を実施しており、D-VICS の運用に

近い対応であることから、実事例の検証事例と

して対応内容を整理した。 

 

研究は５回（令和４年度３回、令和５年度２

回）の全体会議を開催し、研究者、自治体、厚

生労働省、社会福祉協議会等で意見交換を実施

しながら D-VICS の活用も含めた災害時にお

ける保健・福祉調整の在り方を検討した。 

研究では、平時から災害発生後までのフェー

ズにおける D-VICS の運用も含めた災害時の

保健・福祉調整における県、市町村、関係団体

の各レベルにおける対応手順の課題の抽出を

行うために、検証を令和４年度に３回、令和５

年度に２回実施した。これらの結果を踏まえ災

害時の保健・福祉調整の標準手順を策定した。 

 

（倫理面への配慮） 

個人情報を扱う上で、システム会社とも検討

を重ね、個人情報を保持するサーバーに直接ア

クセスできない点や、情報の暗号化などについ

て考慮したシステム設計を行った。また、実証

実験にあたって、被災者役の状況付与データを

用意することで、実際の個人情報を扱うことを

避けた。  

 

Ｃ．研究結果 

下記の研究結果１～５によって、D-VICS の

活用も含めた災害時保健・福祉調整の在り方を

検討し「都道府県、市町村における災害時の連

携イメージ」（資料３）、「災害時保健・福祉調

整の標準手順」（資料４）を策定した。また、

検討過程では「医療、保健、福祉の部署が平時・

災害時に対応を行う際の問題点」（資料１）、「医

療、保健、福祉の部署が平時・災害時に対応を

行う際の主な課題と D-VICS 導入による改善

が期待できる点」（資料２）を整理した。 

 

１．災害福祉コーディネーターの要件定義 

「災害福祉コーディネーター」に求められる

要件を当面の活動と将来の活動の２つに区分

し明確化した。当面の活動は、狭義の災害福祉

コーディネーター、DWAT コーディネーター

として「避難所における DWAT 活動の人員確

保・調整、活動内容の調整」、「在宅避難者支援」

等を主な内容として整理した。将来の活動は、

広義の災害福祉コーディネーターとして「慢性

期以降の体制整備調整」、「被災福祉施設支援」

を主な内容として整理した。また、令和５年度

は、チャットボット活用の際の制約条件を確認

し、医療・保健・福祉のラピッドの共通帳票を

ブラッシュアップした。 

 

２．システムの効果推定と個別避難計画連動手

法の策定 

D-VICS について、鳥取県での検証を通して

ユースケースの有用性の確認することができ

た。検証では「個別避難計画などの平時の情報

収集」、「発災後にシステムを介した関係者間の

情報共有」、「発災直後だけでなく、長期的な状

況変化の取得」の対応について確認した。また、
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D-VICS と個別避難計画と標準的なの連動は

現在のシステムのデータ蓄積方法であれば、同

志社大学インクルーシブ防災（i-BOSAI）研究

センターで開発している個別避難計画の策定

支援システムと連動することが確認できた。 

 

３．災害時保健・福祉調整の訓練プログラムの

開発 

D-VICS を活用した災害時保健・福祉調整の

訓練プログラムについては、マイナンバーカー

ドを個人確認に利用する方針変更に対応する

ため、進化版の D-VICS(D-VICS2.0)の設計を

特に、クラウド型被災者支援システムとの連携

を意識して行なった。 

 これまで個人識別に利用してきた居住地の

郵便番号・姓名のカタカナから作られる ID か

ら、マイナーポータル認証を用いた個人確認に

変更することで、クラウド型被災者支援システ

ムへスムーズに連携する。 

訓練プログラムのバックデータとして利用

する福祉情報のデータ収集と分析については、

全国のオープンデータを収集し、要介護認定者

数の自治体ごと（保険者ごと）のデータベース

の作成に加え、通所や訪問などの介護サービス

利用状況もデータベースに加えた。 

 

４．地方自治体における検証 

令和４年度はオンライン及び訪問により２

回実施した。第 1 回は厚生労働省、全国社会福

祉協議会、静岡県社会福祉協議会、（株）富士

通総研等の複数の関係者による検証を実施し

た。第 2 回は、鳥取県危機管理局危機対策・情

報課、福祉保健部福祉保健課による検証を実施

した。第 3 回は、鳥取県内市町村アンケートで

９市町村から回答を得た。検証では実災害時の

保健・福祉調整における体制・手続き・課題な

どを確認することができた。令和５年度は長

野県災害時支援ネットワークが主催する「災害

時の連携を考える長野フォーラム～みんなで

つなげよう「支援の輪」！」の場でワークショ

ップを開き、各ステークホルダーの方から本研

究の内容について、議論した。また、令和６年

能登半島地震において、石川県では「避難所以

外で避難生活を送る方の情報登録」の対応を実

施しており、D-VICS の運用に近い対応である

ことから、実事例の検証事例として対応内容を

整理した。 

 

５．災害時保健・福祉調整の標準手順の策定 

平時から災害発生後までのフェーズにおけ

る D-VICS の運用も含めた災害時の保健・福

祉調整における県、市町村、関係団体の各レベ

ルにおける対応手順の課題の抽出を行うため

に、検証を３回実施した。これらの結果を踏ま

え災害時の保健・福祉調整の標準手順を策定し

た。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、現状不分明である災害福祉分野

の調整を担うであろう、災害福祉コーディネー

ターはどのような人物・組織・体制・業務内容

であるべきかを検討した。また、災害時に D-

VICS や D24H を運用したり、個別避難計画と

連動することによって、行政事務量を削減した

り、より早く目的を達成したりすることによる

施策効果を把握することによる効果を検証か

ら得ることができた。検証の結果を踏まえて災

害時の保健・福祉調整の標準手順を策定するこ

とができた。 

「災害福祉コーディネーター」の活動により、

災害時の様々な関係者の資源調整が可能とな

るが、今後は、「圏域毎の体制（都道府県域、

保健所等圏域、市町村圏域等）」、「災害福祉コ

ーディネーターの所属毎の活動内容：都道府県、

社協、民間福祉施設等」、「平時からの活動（連

携体制、研修、個別避難計画、障がい者・高齢

者等の情報整理等への関わり）」について検討

を行うとともに、どの立場の関係者が「災害福

祉コーディネーター」のような活動をすること

が適切かの検討が求められる。平時における登
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録、個別避難計画の策定への活用、入力した情

報のフィードバック方法（集計した集団の解析

結果の情報提供など）についても検討が必要で

ある。また、D-VICS の運用を含めた保健・福

祉調整における体制・手続きをより実効性の高

いものとなるように、実現場での検証がさらに

求められる。この際には、検証で確認されたユ

ースケースの実証実験等での効果検証やマイ

ナンバーカード連動等の検討方法を開発する

ことが求められる。 

 

Ｅ．結論 

大規模災害時、支援が必要な避難所入所者及

び在宅避難者（要支援避難者）の情報収集は、

保健、医療、福祉、防災等の各分野においては

独自に実施され、災害の初期対応段階において

支援者間で十分に共有されていない。 

D-VICS の活用も含めた災害時保健・福祉調

整の標準手順は、研究段階を脱したと考えられ

る。今後は、本研究で検討された「災害福祉コ

ーディネーター」の要件定義を行うとともに、

都道府県・市町村・保健所などの関係機関が連

携して対応するための標準手順等について、こ

れまでの制度である「保健医療福祉調整本部」

の運用との関係も含めて実際の運用方法を検

討し、ガイドライン等の作成を行うことが必要

である。 

また、災害時保健・福祉調整の訓練プログラ

ムの開発は、本研究成果で集められた情報と

D-VICS2.0 の仕様を連結し進化させることが

期待される。 

今後は、本研究で得られた課題や提言を反映

させた本番システムの作成・運用が期待される。

本番システムに向けては、①検証で明らかにな

った課題等を要件に反映させる、②フェーズに

応じた状況を想定した利用方法や、訓練におけ

る利用などを想定した、より細やかなマニュア

ルを作成する、③本システムの活用について、

市町村等自治体では、事前入力と個別避難計画

への活用など、地域の実情に応じた具体的な対

応について、地域的な特性を踏まえたガイドラ

イン作りやモデル事業などを活用しながら整

理・検討していく、といったことが求められる。 

また、運用体制、法制度上の必要な措置、財

源、個人情報に関わる法的整備などの検討など

行いながら本番システムの作成・運用を進めて

いくことが必要である。 

特に個人情報把握のシステムと体制につい

ては、事前に決めておくことが必要である。ま

た、D-VICS は県境を越えた被災者の広域避難

移動も含めた情報把握も求められることから

特定の都道府県が運用するシステムではなく、

国として運用が求められることから運用主体

についてもこの点を踏まえて検討が必要であ

る。 

 

Ｆ．健康危険情報 

  特になし 

 

G．研究発表  

１．論文発表 

 特になし 

２．学会発表 

 特になし 

H．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし 
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資料１ 医療、保健、福祉の部署が平時・災害時に対応を行う際の問題点 

 

 

医療 保健 福祉

行政上の主たる所管 都道府県 都道府県／保健所設置市 市町村

主たるサービス供給者 民間 行政 民間

派遣チーム DMAT DHEAT DWAT／DCAT

資源調整者 災害医療コーディネーター 保健所⾧ 不明

基本的な調整実施拠点 都道府県庁舎 保健所 不明

平時のサービス供給拠点の環境 EMIS ― 福祉版EMIS

避難所環境 ― D24H D24H

個人（行政保有個人情報利用） ― D-VICS D-VICS

被災要援護者に対する事前準備 ― ― 個別避難計画

調整用

情報シ

ステム

平

時

災

害

時

災害福祉コー

ディネーターの

要件定義

実証実験をもとにした

災害時保健・福祉調整

の標準手順の策定
D-vicsの効果推定と個別

避難計画連動手法の策定
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資料２ 医療、保健、福祉の部署が平時・災害時に対応を行う際の主な課題と D-VICS 導入による改善が期待できる点（検証結果からの意見） 
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資料３ 都道府県、市町村における災害時の連携イメージ 
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資料４ 災害時保健・福祉調整の標準手順 
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